
令和７年５月２３日 

報道機関各位 

青森県観光交流推進部誘客交流課長  

 

青森・羽田線就航６０周年記念の出迎え・見送りを実施します 

 

 県では、令和７年６月１日に青森・羽田線が就航から６０周年を迎えることを記念し、

関係機関と連携して下記のとおり搭乗客の出迎え・見送りを実施しますので、取材してく

ださるようお願いします。 

 なお、青森空港での取材については、事前申請手続きが必要です。 

 

記 

 

 １ 到着便（JAL143便 羽田→青森）の出迎え 

 （１）日 時 令和７年６月１日（日） １１：２０～１１：４０ 

 （２）場 所 青森空港１階到着ロビー 

 （３）内 容 到着した搭乗者に対し、記念品を配布する。 

 

２ 出発便（JAL144便 青森→羽田）の見送り 

 （１）日 時 令和７年６月１日（日） １１：４５～１２：２０ 

 （２）場 所 青森空港国内線コンコース及びエプロン 

（３）内 容 出発する搭乗者に対し、コンコース内で記念品を配布する。 

       記念品配布後、エプロンに移動し、横断幕を掲げ見送りする。 

       （雨風が強い場合は中止） 

  

＜取材に係る留意事項＞ 

・取材を希望される場合は、別紙１「取材申込書」及び別紙２「空港制限区域内立入許

可申請書」に必要事項を記載し、当課に５月２８日(水)１５時までに提出してくださ

い(期限厳守)。 

・当日は１１時に顔写真付身分証明書を持って、青森空港管理事務所前に集合してくだ

さい。 

 ・制限区域内に入る際、カメラ等の機材について検査があります。スムーズに保安検査

を通過するため、取材に必要な機材以外のものは携帯しないようにしてください。 

 

 

報道機関用提供資料 

担当課 
観光交流推進部誘客交流課 
航空グループ GM 佐々木 真紀 

電話番号 （直通）017-734-9153（内線）4919 

報道監 観光交流推進部 理事 藤森 洋貴 



 

 

令和   年  月  日 

 

青森空港管理事務所長 殿 

 

取 材 申 込 書 

（送付先：青森県観光交流推進部誘客交流課 Mail：shinkanko@pref.aomori.lg.jp） 

 

 ◎申込者（連絡先） 

    会  社  名  

    所  属  部  署  

    職 ・ 氏    名  

    電          話   ＦＡＸ  

    Ｅ－ｍａｉｌ  

 

◎取材内容 

 取   材   目   的  

 取材対象（者・物）  

 取 材 希 望 日 時  令和  年  月  日（ ）   時  分 ～   時  分 

  

 取材範囲（場所） 

 （該当するものすべてに 

 印を点けてください） 

 

 

 □ターミナルビル前通路等屋外  □駐車場（立体駐車場を含む） 

 □ターミナルビル内（屋上送迎デッキを含む） 

 □飛行場（エプロン、滑走路等） 

 □その他（                        ） 

 （※ターミナルビル内の取材申込は、青森空港ビル㈱（Tel017-739-2000）に 

   なります） 

 取   材   方   法 

 

 □写真撮影   □ＶＴＲ撮影   □インタビュー 

 □その他（                        ） 

 媒             体  □テレビ  □新聞  □雑誌  □その他（            ） 

 放映番組名／掲載誌名  

 放映予定日／掲載予定日   

 取 材 者 の 人 数   

 使   用   機   材   

 そ の 他 希 望 等 

 

 

 

 

※・ご記入いただいた個人情報は業務目的以外で使用することはありません。 

 ・取材の可否につきましては、後日、上記申込者にご連絡いたします。なお、空港保安管理上の 

 理由により、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 

 ・この取材申込書のほか、必要に応じて具体詳細のわかる企画書などの提出、事前の打合せをお 

 願いする場合があります。 

 

別紙１ 



第４号様式 

 

空港制限区域内立入許可申請書 

 

年   月   日 

 

 

  青森空港管理事務所長 殿 

 

 

 

住  所 

氏名又は名称                 ㊞ 

 

 

 次のとおり制限区域の立入について許可を受けたいので申請します。 

 

氏 名 生年月日 住 所 所 属 立入場所 期 間 理 由 

       

       

       

       

       

       

       

 

別紙２ 


